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〇日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則 

（平成九年十二月二十四日文部大臣認可諸高第四十六の一号） 

令和 七年一二月二六日   七文科高第一四五七号改正 
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項（第三十五条） 

 第八章 雑則（第三十六条―第三十八条）  
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    目次改正［平成一四年三月一三諸文科高二二四四号・一六年三月一五諸文科高八四三号・二

七年四月二七受文科高一〇三号・令和六年一一月六文科高一四〇九号・七年一二月文科高一
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   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 日本私立学校振興・共済事業団（以下「事業団」という。）は、日本私立学校振興・共済事

業団法（平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。）第一条及び私立学校教職員共済

法（昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。）第一条に規定する目的を達成

するため、その共済業務に関し、事業団法第二十五条第二項及び同条第五項において準用する同

条第四項並びに日本私立学校振興・共済事業団法施行規則（平成九年文部省令第四十一号）第十

六条の規定に基づき、この規則を定める。 

    本条一部改正［平成一五年九月一五諸文科高四七一号・二七年四月二七受文科高一〇三号］ 

 （共済業務執行の基本原則） 

第二条 事業団の共済業務は、法令、共済規程及びこの規則の定めるところに従い、適正かつ確実な

運営を期するとともに、私立学校及び社会保険に関する国の施策に順応するように執行されなけ

ればならない。 

   第二章 医療機関又は薬局及び社会保険診療報酬支払基金との契約 

 （医療機関又は薬局との契約） 

第三条 事業団は、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第
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百二十八号。以下「組合法」という。）第五十五条第一項第二号の規定により、加入者及び被扶

養者の療養について、国、地方公共団体又は共済組合が当該職員又は組合員のために経営する医

療機関又は薬局と契約することができる。 

２ 事業団は、共済法第二十五条において準用する組合法第五十五条第六項の規定により、療養に要

する費用の額について、前項に規定する医療機関又は薬局のほか、保険医療機関又は保険薬局と

契約することができる。 

３ 前二項の契約は、理事長又はその委任を受けた者でなければ、これをすることができない。 

 （契約書の作成等） 

第四条 理事長又はその委任を受けた者は、前条第一項の契約をしようとする場合には、契約の目的、

診療の範囲、診察の費用の額の計算方法、一部負担金の取扱い、診療報酬の請求及び支払の手続、

契約の期間、診療に要する帳簿書類の保存期間その他必要な事項を記載した契約書を作成しなけ

ればならない。 

２ 理事長又はその委任を受けた者は、前条第二項の契約をしようとする場合には、契約の目的、診

療の費用の額の計算方法その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。 

３ 前二項の契約書には、契約当事者が記名して印を押さなければならない。 

４ 事業団は、前条第一項又は第二項の契約をしたときは、契約をした医療機関又は薬局の名称及び

所在地、診療の範囲、診療の費用の負担方法その他必要な事項を加入者に明らかにするものとす

る。 

 （一部負担金の減免） 

第五条 加入者は、第三条第一項に規定する医療機関のうち契約で定めるものから療養の給付を受け

る場合には、当該契約の定めるところにより、共済法第二十五条において準用する組合法第五十

五条第二項に規定する一部負担金の額の全部又は一部の支払を要しない。 

 （社会保険診療報酬支払基金との契約） 

第六条 事業団は、社会保険診療報酬支払基金（以下「基金」という。）との契約により、共済法第

二十五条において準用する組合法第五十五条第一項第三号に規定する保険医療機関若しくは保険

薬局又は指定訪問看護事業者（共済法第二十五条において準用する組合法第五十六条のニ第一項

に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）に対する加入者及び被扶養者の療養又は指

定訪問看護事業者から受ける指定訪問看護（同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）

の費用の支払に関する事務及び診療報酬請求書又は訪問看護療養費請求書の審査に関する事務を

基金に委託するものとする。 

２ 事業団は、基金との契約により、第三条第一項に規定する医療機関又は薬局に対する加入者及び

被扶養者の療養の費用の支払に関する事務及び診療報酬請求書の審査に関する事務を基金に委託

することができる。 

３ 第三条第三項の規定は、第二項の契約について準用する。 

第一項一部改正［平成一八年九月一八諸文科高二六四号］ 



 - 3 - 

 （契約書の作成） 

第七条 理事長又はその委任を受けた者は、前条第一項又は第二項の契約をしようとする場合には、

契約の目的、委託金の額、支払金請求の手続、事務費の額、契約の期間その他必要な事項を記載

した契約書を作成するものとする。 

２ 第四条第三項の規定は、前項の契約書について準用する。 

   第二章の二 直営医療機関等における一部負担金の支払 

    本章追加［平成一四年三月一三諸文科高二二四四号］ 

 （直営医療機関等における一部負担金の支払） 

第七条の二 加入者は、共済法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項の規定により同

項第一号に掲げる事業団の経営する医療機関又は薬局（以下「直営医療機関等」という。）から

療養を受ける場合には、共済法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該療養について健康保険法（大正十一年法律第七十号）第七十六条第二

項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の範囲内で理事長

が別に定める額を一部負担金として支払うものとする。 

    本条追加［平成一四年三月一三諸文科高二二四四号］、本条一部改正［平成一四年一一月一

四諸文科高五一四号・一五年三月七二一号］ 

   第三章 福祉事業 

 （福祉事業） 

第八条 事業団が行う福祉事業の執行に関し必要な事項は、文部科学大臣の承認を受けて理事長が定

めるものとする。 

    本条一部改正［平成一二年一二月諸政四の一二号］ 

   第四章 資格確認書等 

章名一部改正［令和六年一一月六文科高一四〇九号］ 

 （加入者記録） 

第九条 事業団は、加入者ごとに、加入者の資格の得喪、標準報酬月額及び標準賞与額の異動、被扶

養者、給付その他所要の事項を記録して、整理保管しなければならない。 

２ 私立学校教職員共済法施行規則（昭和二十八年文部省令第二十八号。以下「施行規則」という。）

第三条の四第二項に規定する加入者に係る前項の規定の適用については、同項中「加入者の」と

あるのは「加入者又は施行規則第三条の四第二項に規定する第四号厚生年金被保険者等の」と、

「ならない」とあるのは「ならない。ただし、加入者に関する事項と同項に規定する第四号厚生

年金被保険者等に関する事項のうち共通する事項については、一の記録をもって足りるものとす

る」とする。 

    本条一部改正［平成一五年三月一四諸文科高七二一号］、第一項一部改正・第二項追加［平

成二七年九月二七受文科高一三四五号・二八年九月二八受文科高一二四二号］ 

 （確認通知書の送付） 
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第十条 事業団は、施行規則第一条第一項、第一条の二の六から第一条の五第二項まで、第三条の七、

第三十四条（第三十四条の二において読み替えて準用する場合を含む。）、第三十四条の三（第

三十四条の三の二において読み替えて準用する場合を含む。）、第三十七条の二又は第三十七条

の三の規定による報告、届出、申請又は申出に基づき、加入者記録を作成、更新又は削除した場

合は、様式第一号、様式第二号又は様式第三号による確認通知書を共済法第十四条に規定する学

校法人等（共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされるものを含む。以下「学校法人等」

という。）及び当該加入者に送付するものとする。この場合において、当該加入者に対する確認

通知書の送付は、当該学校法人等を経て行うものとする。  

２ 前項の規定により確認通知書の送付を受けた学校法人等及び加入者は、その内容を確認し、異議

がある場合には、事業団に申し出ることができる。この場合において、当該加入者からの異議の

申出は当該学校法人等を経て行うものとする。 

    第一項一部改正［平成一五年三月一四諸文科高七二一号・一七年四月一七諸文科高八号・二

六年三月二五受文科高二六八五号・二七年九月二七受文科高一三四五号・二八年九月二八受

文科高一二四二号・二九年三月二八受文科高二二〇八号・令和二年三月元文科高一二四一

号・四年一二月四文科高一四三九号］ 

 （資格確認書） 

第十一条 事業団は、施行規則第一条の七第一項若しくは施行規則第二条第四項の規定による申請書

の提出を受けたとき又は同条第一項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、様式第五号

による資格確認書を作成し、それぞれ当該学校法人等を経て、これを加入者に交付しなければな

らない。 

２ 事業団は、毎年一定の期日を決め、資格確認書の検認又は更新をしなければならない。 

３ 事業団は、前項の規定により資格確認書（被扶養者に係るものに限る。）の検認又は更新を行う

場合は、必要に応じ、被扶養者の生計維持に関する証明書類等の提出を求めることができる。 

４ 事業団は、施行規則第二条第九項の規定により資格確認書の提出を受けたときは、直ちに、これ

を検認し、更新し、又は訂正した資格確認書を作成して、当該学校法人等を経て、加入者に送付

し、又は交付しなければならない。 

    第四項削除・第五項繰上[平成二二年九月二二受文科高一〇九四号]、見出し全部改正・第一

項一部改正・第二項削除・旧第三項を一部改正し第二項に繰上・第三項追加・第四項一部改

正[令和六年一一月六文科高一四〇九号] 

（被扶養者に係る確認） 

第十一条の二 事業団は、毎年一定の期日を決め、被扶養者に係る確認をしなければならない。 

２ 前条第三項の規定は、前項の規定により被扶養者に係る確認を行う場合について準用する。 

    本条追加[令和六年一一月六文科高一四〇九号] 

 （加入者資格証） 

第十二条 事業団は、加入者の資格を取得した者のうち丙種加入者に対しては、当該学校法人等を経
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て、様式第六号による加入者資格証を交付するものとする。 

２ 事業団は、施行規則第二条の四において読み替えて準用する施行規則第二条第一項の規定により

加入者資格証の提出を受けたとき又は施行規則第二条の四において読み替えて準用する施行規則

第二条第四項の規定により加入者資格証に係る申請書の提出を受けたときは、加入者資格証を作

成し、それぞれ当該学校法人等を経て、これを加入者に交付しなければならない。 

    第二項追加[平成二〇年三月一九諸文科高四〇九号]、第二項一部改正[令和六年一一月六文

科高一四〇九号] 

 （資格確認書等整理簿） 

第十三条 事業団は、資格確認書等整理簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。 

    本条見出し一部改正・本条一部改正[令和六年一一月六文科高一四〇九号] 

 （資格情報通知書） 

第十四条 事業団は、加入者（甲種加入者及び乙種加入者に限る。以下この条において同じ。）の資

格を取得した者又は被扶養者を有するに至った加入者に対し、当該加入者又はその被扶養者に係

る情報を、当該学校法人等を経て、施行規則第二条の五第一項に規定する資格情報通知書により

通知しなければならない。 

２ 前項の規定は、施行規則第二条の五第一項各号に掲げる事項に変更が生じた場合（資格確認書の

交付を受けている場合を除く。）について準用する。 

３ 事業団は、施行規則第三条第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る加

入者又はその被扶養者の資格に係る情報を、当該学校法人等を経て、資格情報通知書により加入

者に再通知しなければならない。 

    本条全部改正［平成二二年九月二二受文科高一〇九四号］、第一項一部改正［令和二年三月

元文科高一二四一号・四年一二月四文科高一四三九号］、本条全部改正[令和六年一一月六

文科高一四〇九号] 

    本条一部改正［平成二二年九月二二受文科高一〇九四号］、旧第一五条削除[令和六年一一

月六文科高一四〇九号] 

 （高齢受給者証） 

第十五条 事業団は、加入者が共済法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号若

しくは第三号の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が共済法第二十五条において準

用する組合法第五十七条第二項第一号ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、直ちに、

様式第七号による高齢受給者証を作成し、当該学校法人等を経て、これを加入者に交付しなけれ

ばならない。 

２ 第十一条第一項の規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、「施行規則第一

条の七第一項若しくは」とあるのは「施行規則第三条の二第三項において準用する」と、「同条

第一項」とあるのは「施行規則第三条の二第三項において読み替えて準用する施行規則第二条第

一項」と読み替えるものとする。 
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３ 第十一条第二項及び第四項の規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、同項

中「施行規則第二条第九項」とあるのは「施行規則第三条の二第三項において準用する施行規則

第二条第九項」と読み替えるものとする。 

    本条追加［平成一四年一一月一四諸文科高五一四号］、第一項一部改正［平成一五年三月一

四諸文科高七二一号］、第三項一部改正［平成二七年九月二七受文科高一三四五号］、第一

項―第三項一部改正・旧第一五条の二繰上[令和六年一一月六文科高一四〇九号] 

 （高齢受給者証整理簿） 

第十五条の二 事業団は、高齢受給者証整理簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければならな

い。 

    本条追加［平成一四年一一月一四諸文科高五一四号］、旧第一五条の三繰上[令和六年一一

月六文科高一四〇九号] 

 （任意継続加入者に係る資格確認書等の特例） 

第十六条 事業団は、共済法第二十五条において準用する組合法第百二十六条の五第一項の規定によ

る申出に基づき、任意継続加入者に係る加入者記録を作成した場合又は施行規則第三十三条の二

第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定により読み替えられた施行規則第一条の五第

一項若しくは第二項の規定による申請に基づき、任意継続加入者に係る加入者記録を更新若しく

は削除した場合は、理事長が別に定める様式による確認通知書を当該任意継続加入者に送付する

ものとする。 

２ 前項の規定により確認通知書の送付を受けた任意継続加入者は、その内容を確認し、異議がある

場合は、事業団に申し出ることができる。 

３ 事業団は、施行規則第三十三条の二第二項において読み替えて適用される施行規則第一条の七第

一項、施行規則第二条第一項又は第四項の規定により資格確認書又は申請書の提出を受けたとき

は、様式第五号による資格確認書を作成し、任意継続加入者に交付しなければならない。 

４ 任意継続加入者及びその被扶養者に係る第十四条の規定の適用については、同条第一項中「加入

者（甲種加入者及び乙種加入者に限る。以下この条において同じ。）の資格を取得した者」とあ

るのは「任意継続加入者となった者」と、「情報を、当該学校法人等を経て」とあるのは「情報

を」と、同条第三項中「施行規則第三条第一項」とあるのは「施行規則第三十三条の二第二項に

おいて読み替えて適用される施行規則第三条第一項」と、「情報を、当該学校法人等を経て」と

あるのは「情報を」とする。 

５ 任意継続加入者及びその被扶養者に係る第十五条（第三項を除く。）の規定の適用については、

第一項中「当該学校法人等を経て、これを」とあるのは「これを」と、第二項中「おいて準用す

る」とあるのは「おいて準用する施行規則第三十三条の二第二項の規定により読み替えて適用す

る」と、「施行規則第二条第一項」と」とあるのは「施行規則第三十三条の二第二項の規定によ

り読み替えて適用する施行規則第二条第一項」と、「当該学校法人等を経て、これを」とあるの

は「これを」と」とする。 
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６ 任意継続加入者及びその被扶養者に係る資格確認書及び高齢受給者証の検認又は更新については、

第十一条第二項及び第十五条第三項の規定にかかわらず、行わないものとする。 

７ 任意継続加入者の被扶養者に係る確認については、第十一条の二第一項の規定にかかわらず、行

わないものとする。 

８ 任意継続加入者及びその被扶養者に係る高齢受給者証の記載事項の訂正については、第十五条第

二項の規定にかかわらず、第三項の規定を準用する 

    第三項一部改正・第六項追加・旧第六項一部改正し第七項に繰下・旧第七項を第八項に繰

下・第九項追加［平成一四年一一月一四諸文科高五一四号］、第一項・第三項一部改正［平

成一五年三月一四諸文科高七二一号］、第一項・第三項・第五項－第九項一部改正［平成二

二年九月二二受文科高一〇九四号］、第一項・第三項－第六項・第九項一部改正［平成二七

年九月二七受文科高一三四五号］、第一項・第五項一部改正［令和二年三月元文科高一二四

一号］、第一項一部改正［令和四年一二月四文科高一四三九号］、見出し一部改正・第三項

削除・旧第四項一部改正し第三項に繰上・第四項追加・第五項削除・旧第六項一部改正し第

五項に繰上・旧第七項一部改正し第六項に繰上・旧第八項一部改正し第七項に繰上・旧第九

項一部改正し第八項に繰上[令和六年一一月六文科高一四〇九号] 

   第五章 給付の支給等 

 （短期給付の支給） 

第十七条 事業団は、施行規則第四条第一項の規定又は第二十二条、第二十三条若しくは第二十四条

の規定による給付の請求を受けたときは、遅滞なく、審査決定の上、直ちに、当該学校法人等を

経て、当該請求に係る給付を支給しなければならない。ただし、特別の理由がある場合にあって

は、当該学校法人等を経由しないことができる。 

２ 事業団は、前項に規定する給付の請求を受けた場合において、請求額と決定額とが異なるとき、

又はその決定が請求に応ずることができないものであるときは、理由を付して、その旨を直ちに、

当該学校法人等を経て、請求者に通知しなければならない。 

３ 事業団は、第一項に規定する給付の請求の審査において必要があると認めるときは、医師又は歯

科医師等の意見を求めるものとする。 

４ 傷病手当金、出産手当金、休業手当金及び傷病手当金付加金は、各月を単位として支給し、その

他の給付は、その都度これを支給するものとする。 

５ 第一項の規定により給付を支給する場合において、当該給付が加入者の資格を喪失した後に係る

ものであるときは、直ちに、当該請求者に支給しなければならない。 

 （限度額適用認定証） 

第十八条 事業団は、施行規則第四条の十一の二第一項の規定による認定を受けた者（その者が被扶

養者であるときは、その者を扶養する加入者）から同条第二項に規定する申請書の提出があった

ときは、直ちに、様式第八号による限度額適用認定証を作成し、当該学校法人等を経て、これを

加入者に交付しなければならない。 
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    本条一部改正［平成一四年一一月一四諸文科高五一四号・一九年三月一八諸文科高四〇二

号・令和二年九月二受文科高九五三号］ 

 （限度額適用・標準負担額減額認定証） 

第十八条の二 事業団は、施行規則第四条の十三第一項の規定による認定を受けようとする者（その

者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者）から同項に規定する書類

の提出があったときは、直ちに、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証を作

成し、当該学校法人等を経て、これを加入者に交付しなければならない。 

    本条追加［平成一四年一一月一四諸文科高五一四号］、本条一部改正［平成一九年三月一八

諸文科高四〇二号・令和二年九月二受文科高九五三号］ 

 （診療報酬領収済証明書） 

第十九条 施行規則第五条第一項の規定による請求書には、共済法第二十五条において準用する組合

法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関が作成した様式第

九号、様式第十号、様式第十一号又は様式第十二号による診療報酬領収済証明書を添付しなけれ

ばならない。 

本条一部改正［平成一八年九月一八諸文科高二六四号］ 

 （状況報告書） 

第二十条 短期給付の給付事由が事故又は第三者の行為によって生じた場合には、様式第十三号によ

る状況報告書を添付しなければならない。 

 （災害状況明細書） 

第二十一条 施行規則第十三条第一項に規定する請求書には、様式第十四号による災害状況明細書を

添付しなければならない。 

 （高額療養費の請求） 

第二十二条 施行規則第五条第六項に規定する高額療養費の支給を受けようとするときは、当該学校

法人等の証明を受けた次に掲げる事項を記載した所定の請求書を、当該学校法人等を経て、事業

団に提出しなければならない。 

一 加入者の氏名及び生年月日 

二 加入者等記号・番号（共済法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号をいう。以下

同じ。） 

三 学校法人等の名称及び所在地 

四 療養者の氏名及び生年月日 

五 請求金額 

六 診療年月 

七 医療機関の名称及び所在地 

八 その他必要な事項 

２ 前項の場合において、当該高額療養費に係る療養が私立学校教職員共済法施行令（昭和二十八年
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政令第四百二十五号。以下「施行令」という。）第六条において準用する国家公務員共済組合法

施行令（昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。）第十一条の三の三第一

項第二号に規定する特定給付対象療養に該当するものである場合には同号に規定する費用として

支払った額に関する証拠書類を、当該高額療養費を受けようとする者が施行令第六条において準

用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号に該当する

ものである場合にはその該当することを証明する書類を添えなければならない。 

３ 第一項の場合において、当該療養若しくは指定訪問看護に要した費用に係る診療報酬請求書若し

くは訪問看護療養費請求書が基金から送付されたとき又は当該療養に要した費用に係る診療報酬

請求書が直営医療機関等から送付されたときは、前項に規定する高額療養費請求書の提出があっ

たものとすることができる。 

    第二項・第三項一部改正［平成一四年三月一三諸文科高二二四四号］、第二項一部改正［平

成一四年一一月一四諸文科高五一四号・一五年三月七二一号・二〇年一二月二〇諸文科高二

六〇号・二六年一二月二六受文科高二〇二七号］、第一項・第二項一部改正［平成二九年七

月二九受文科高七八九号］、第二項一部改正［平成三〇年七月三〇受文科高六一六号］、第

一項一部改正［令和二年九月二受文科高九五三号］ 

 （付加給付の請求） 

第二十三条 共済規程第二十三条に規定する給付のうち、次の各号に掲げる給付の支給を受けようと

する者は、当該学校法人等の証明を受けた当該各号に定める所定の請求書を、当該学校法人等を

経て、事業団に提出しなければならない。ただし、家族療養費付加金、出産費付加金、家族出産

費付加金、埋葬料付加金、家族埋葬料付加金、弔慰金付加金、家族弔慰金付加金又は災害見舞金

付加金については、それぞれ家族療養費、出産費、家族出産費、埋葬料、家族埋葬料、弔慰金、

家族弔慰金又は災害見舞金の請求書に併記して請求することができる。 

一 家族療養費付加金 施行規則第五条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書 

二 出産費付加金又は家族出産費付加金 施行規則第九条第一項各号に掲げる事項を記載した請

求書 

三 埋葬料付加金又は家族埋葬料付加金 施行規則第十一条第一項各号に掲げる事項を記載した

請求書 

四 弔慰金付加金又は家族弔慰金付加金 施行規則第十二条第一項に掲げる事項を記載した請求

書 

五 傷病手当金付加金 施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書 

六 災害見舞金付加金 施行規則第十三条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書 

２ 入院付加金又は家族入院付加金の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた次

に掲げる事項を記載した所定の請求書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければなら

ない。ただし、入院付加金については療養費の請求書に、家族入院付加金については家族療養費

の請求書に、それぞれ併記して請求することができる。 
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一 加入者の氏名及び生年月日 

二 加入者等記号・番号 

三 学校法人等の名称及び所在地 

四 療養者の氏名及び生年月日 

五 入院期間及び請求金額 

六 医療機関の名称及び所在地 

七 その他必要な事項 

３ 共済法第二十五条において準用する組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受け

る家族療養費に係る家族療養費付加金、共済法第二十五条において準用する組合法第五十七条の

三第三項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定による家族訪問

看護療養費に係る家族訪問看護療養費付加金、共済法第二十五条において準用する組合法第五十

四条及び第五十五条の規定による療養の給付並びに共済法第二十五条において準用する組合法第

五十五条の五第三項の規定により準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定

による保険外併用療養費に係る入院付加金又は共済法第二十五条において準用する組合法第五十

七条第四項から第六項までの規定による家族療養費に係る家族入院付加金の支給を受けようとす

る者は、当該学校法人等の証明を受けた次に掲げる事項を記載した所定の請求書を、当該学校法

人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、当該療養若しくは指定訪問看護に要し

た費用に係る診療報酬請求書若しくは訪問看護療養費請求書が基金から送付されたとき又は当該

療養に要した費用に係る診療報酬請求書が直営医療機関等から送付されたときは、当該付加金に

係る請求書の提出があったものとすることができる。 

一 加入者の氏名及び生年月日 

二 加入者等記号・番号 

三 学校法人等の名称及び所在地 

四 療養者の氏名及び生年月日 

五 請求金額 

六 診療年月 

七 医療機関の名称及び所在地 

八 その他必要な事項 

４ 結婚手当金の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた次に掲げる事項を記載

した所定の請求書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。  

一 加入者の氏名及び生年月日 

二 加入者等記号・番号 

三 学校法人等の名称及び所在地 

四 請求金額 

五 婚姻年月日 
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六 その他必要な事項 

５ 災害見舞金付加金の請求書には様式第十四号による災害状況明細書を、結婚手当金の請求書には

結婚したことを証明する書類を添付するものとし、災害見舞金付加金の請求書については、給付

事由の発生の日から二十日以内に提出するものとする。 

    第三項一部改正［平成一四年三月一三諸文科高二二四四号］、第一項・第三項一部改正［平

成一四年一一月一四諸文科高五一四号］、第三項一部改正［平成一五年三月一四諸文科高七

二一号・一八年九月一八諸文科高二六四号・二〇年三月一九諸文科高四〇九号］、第二項―

第四項一部改正［令和二年九月二受文科高九五三号］ 

 （一部負担金の額等の払戻しの請求） 

第二十四条 共済規程第二十四条第一項の規定により一部負担金の額等の払戻しを受けようとする者

は、当該学校法人等の証明を受けた施行規則第五条第一項各号に掲げる事項を記載した所定の請

求書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、当該一部負担金の

額等の払戻しは、療養費の請求書に併記して請求することができる。 

２ 共済法第二十五条において準用する組合法第五十四条及び第五十五条に規定する療養の給付並び

に共済法第二十五条において準用する組合法第五十五条の五第三項の規定により準用される組合

法第五十五条の三第三項から第五項までの規定による保険外併用療養費並びに共済法第二十五条

において準用する組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定による訪問看護療養費に係る一

部負担金の額等の払戻しを受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた次に掲げる事項

を記載した所定の請求書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、

当該療養若しくは指定訪問看護に要した費用に係る診療報酬請求書若しくは訪問看護療養費請求

書が基金から送付されたとき又は当該療養に要した費用に係る診療報酬請求書が直営医療機関等

から送付されたときは、当該一部負担金の額等の払戻しに係る請求書の提出があったものとする

ことができる。 

一 加入者の氏名及び生年月日 

二 加入者等記号・番号 

三 学校法人等の名称及び所在地 

四 請求金額 

五 診療年月 

六 医療機関の名称及び所在地 

七 その他必要な事項 

    第二項一部改正［平成一四年三月一三諸文科高二二四四号・一五年三月一四諸文科高七二一

号・一八年九月一八諸文科高二六四号・令和二年九月二受文科高九五三号］ 

 （特定疾病療養受療証） 

第二十五条 事業団は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定

による事業団の認定を受けようとする者から施行規則第四条の九の三第一項に規定する書類の提
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出があったときは、直ちに、様式第十五号による特定疾病療養受療証を作成し、これを加入者に

交付しなければならない。 

    本条一部改正［平成一四年一一月一四諸文科高五一四号・一五年三月七二一号・二〇年一二

月二〇諸文科高二六〇号・二一年二一諸文科高五月六〇三五号・二九年七月二九受文科高七

八九号］ 

 （特定疾病療養受療証整理簿） 

第二十六条 事業団は、特定疾病療養受療証整理簿を備え、所要の事項を記載して整理しなければな

らない。 

 （資格喪失後継続給付証明書等） 

第二十七条 事業団は、共済法第二十五条において準用する組合法第五十九条第一項又は第二項の規

定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者と

なった者で引き続き療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療

養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費を受けようとする者から施行規則第

七条第一項又は第二項の届書の提出があったときは、直ちに、様式第十六号による資格喪失後継

続給付証明書を作成し、これをその者に交付しなければならない。 

２ 第十一条第一項の規定は、資格喪失後継続給付証明書について準用する。この場合において、

「施行規則第一条の七第一項若しくは」とあるのは「施行規則第七条第八項において読み替えて

準用する」と、「当該学校法人等を経て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとす

る。 

３ 事業団は、施行規則第七条第一項又は第二項の届出をした者が共済法第二十五条において準用す

る組合法第五十五条第二項第二号又は第五十七条第二項第一号ハの規定に該当することとなる場

合には、直ちに、様式第七号による高齢受給者証を作成し、これをその者に交付しなければなら

ない。 

４ 前項の規定に基づき交付された高齢受給者証に係る第十五条第二項の規定の適用については、同

項中「「施行規則第三条の二第三項において準用する」と、「同条第一項」とあるのは「施行規

則第三条の二第三項において読み替えて準用する施行規則第二条第一項」と」とあるのは「「施

行規則第七条第十三項の規定により読み替えて適用する第三条の二第三項において準用する」と、

「当該学校法人等を経て、これを」とあるのは「これを」と」とする。 

５ 前二項の規定に係る高齢受給者証の検認及び更新については、第十五条第三項の規定にかかわら

ず、行わないものとする。 

６ 第三項又は第四項の規定に係る高齢受給者証の記載事項の訂正については、第十五条第二項の規

定にかかわらず、第十六条第三項の規定を準用する。 

    本条見出し改正・第三項―第六項追加［平成一四年一一月一四諸文科高五一四号］、第一

項・第三項一部改正［平成一五年三月一四諸文科高七二一号］、第一項一部改正［平成一八

年九月一八諸文科高二六四号］、第二項―第六項一部改正[令和六年一一月六文科高一四〇
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九号] 

 （資格喪失後継続給付証明書整理簿） 

第二十八条 事業団は、資格喪失後継続給付証明書整理簿を備え、所要の事項を記載して整理しなけ

ればならない。 

 （休業手当金の給付事由及び期間） 

第二十九条 共済法第二十五条において準用する組合法第六十八条第五号に規定する共済運営規則で

定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同号に規定する共済運営規則で定める期間は当該各号

に定める期間とする。 

一 加入者の配偶者又は三親等内の親族で被扶養者でないものの病気又は負傷 五日以内におい

て欠勤した期間 

二 前号に掲げるもののほか、理事長がやむを得ないと認める事由 理事長が定める期間 

 （任意継続加入者に係る給付の支給等の特例） 

第三十条 任意継続加入者に係る第十七条第一項若しくは第二項、第十八条、第十八条の二、第二十

二条第一項、第二十三条第一項から第四項まで又は第二十四条の規定の適用については、第十七

条第一項中「当該学校法人等を経て、当該」とあるのは「当該」と、同条第二項中「当該学校法

人等を経て、請求者」とあるのは「請求者」と、第十八条及び第十八条の二中「当該学校法人等

を経て、これを」とあるのは「これを」と、第二十二条第一項中「当該学校法人等の証明を受け

た次」とあるのは「次」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」と、第二

十三条第一項中「当該学校法人等の証明を受けた当該」とあるのは「当該」と、「当該学校法人

等を経て、事業団」とあるのは「事業団」と、同条第二項、第三項及び第四項中「当該学校法人

等の証明を受けた次」とあるのは「次」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事

業団」と、第二十四条第一項中「当該学校法人等の証明を受けた施行規則」とあるのは「施行規

則」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」と、同条第二項中「当該学校

法人等の証明を受けた次」とあるのは「次」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは

「事業団」とする。 

    本条一部改正［平成一四年一一月一四諸文科高五一四号］ 

 （老齢厚生年金の裁定等の請求に係る書類の送付） 

第三十条の二 事業団は、地方公共団体情報システム機構から厚生年金保険法第四十二条若しくは附

則第八条（附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による老

齢厚生年金又は共済法第二十五条において準用する組合法第七十七条の規定による退職年金の裁定

又は決定の請求をすると見込まれる者（以下この条において「請求者」という。）に係る住民基本

台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報の提供を受

け、当該請求者に対し当該請求に係る書類を送付することができる。 

本条追加［平成二〇年一月一九諸文科高三一八号］、本条見出し一部改正・本条一部改正

［平成二七年九月二七受文科高一三四五号］、本条一部改正［平成二八年九月二八受文科高
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一二四二号］ 

 （年金等給付の支給） 

第三十一条 第十七条第一項本文の規定は、施行規則第四十二条から第四十五条までの規定において

読み替えて準用する厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令第三十七号）の規定及び施

行規則第五十二条の規定により厚生年金保険法による保険給付の請求を受けた場合並びに施行規

則第十七条において準用する施行規則第四条の規定により退職等年金給付の請求を受けた場合に

ついて準用する。この場合において、同項中「直ちに、当該学校法人等を経て、当該」とあるの

は「当該」と読み替えるものとする。 

２ 事業団は、前項に規定する給付の請求を受けた場合において、その決定が請求に応ずることがで

きないものであるときは、理由を付して、その旨を直ちに、請求者に通知しなければならない。 

本条見出し一部改正・第一項一部改正［平成二七年九月二七受文科高一三四五号］ 

 （年金証書） 

第三十二条 事業団は、施行規則第四十二条、第四十三条又は第四十四条において準用する厚生年金

保険法施行規則第三十条第一項、第三十条の二第一項若しくは第二項、第三十条の四第一項、第

四十四条第一項、第六十条第一項又は第六十条の二第一項の規定による請求書の提出があった場

合において、審査の結果、厚生年金保険法による保険給付を受ける権利の確定したものに対して

は、当該請求者に様式第十七号による年金証書を交付する。 

２ 事業団は、施行規則第二十四条第一項、第二十六条第一項若しくは第二項、第二十七条第一項又

は第二十八条第一項の規定による請求書の提出があった場合において、審査の結果、新たに退職

等年金給付を受ける権利の確定したものに対しては、当該請求者に様式第十七号の二による年金

証書を交付する。 

３ 事業団は、施行規則第二十一条第一項若しくは第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項の規

定による申請書の提出があったときは、当該申請者に新たな年金証書を交付するものとする。 

４ 事業団は、施行規則第二十条第一項本文又は第五十条第一項本文の規定による改氏名に関する届

書の提出があったときは、当該届出者に新たな年金証書を交付するものとする。 

    第六項一部改正［平成一二年三月諸政四の五号］、第一項一部改正・第二項全部改正・第三

項一部改正・第四項削除・旧第五項一部改正し第四項に繰上・第六項削除［平成二七年九月

二七受文科高一三四五号］、第三項・第四項一部改正［令和五年一二月五文科高一四五七号］ 

   第六章 掛金等の通知等 

 （掛金等及び子ども・子育て拠出金の計算並びに掛金等及び子ども・子育て拠出金納付通知書の送

付） 

第三十三条 事業団は、学校法人等ごとに、当該学校法人等及びその使用する加入者の負担すべき毎

月の掛金及び加入者保険料（共済法第二十七条第一項に規定する加入者保険料をいう。次項にお

いて同じ。）並びに子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第六十九条の規定に

基づく当該学校法人等の負担すべき毎月の拠出金（以下「子ども・子育て拠出金」という。）を
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あらかじめ算出するものとする。 

２ 事業団は、前項の規定により算出した掛金及び加入者保険料（以下「掛金等」という。）並びに

子ども・子育て拠出金の額を様式第十八号による掛金等及び子ども・子育て拠出金納付通知書に

記載して、毎月の納付期限の少なくとも十日前までに当該学校法人等に送付するものとする。 

３ 事業団は、前項の規定にかかわらず、掛金等及び子ども・子育て拠出金を口座振替の方法により

納付する学校法人等については、第一項の規定により算出した掛金等及び子ども・子育て拠出金

の額を様式第十九号による掛金等及び子ども・子育て拠出金納付通知書（口座振替用）に記載し

て、毎月の納付期限の少なくとも十日前までに当該学校法人等に送付するものとする。 

第三項一部改正［平成一九年三月諸文科高四〇二号］、本条見出し一部改正・第一項・第二

項・第三項一部改正［平成二七年四月二七受文科高一〇三号・二七年九月二七受文科高一三

四五号］ 

 （法科大学院派遣法の実施に伴う掛金の計算等の特例） 

第三十三条の二 施行規則第三十五条第二項本文の規定が適用される場合における国に係る掛金の計

算及び納付通知書については、前条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同

条第一項中「学校法人等ごとに、当該学校法人等」とあるのは「国」と、「掛金等並びに子ど

も・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）第六十九条の規定に基づく当該学校法人等の

負担すべき毎月の拠出金（以下「子ども・子育て拠出金」という。）」を「掛金」と、同条第二

項中「掛金等及び子ども・子育て拠出金」を「掛金」と、「当該学校法人等」を「国」と読み替

えるものとする。 

２ 施行規則第三十五条第二項ただし書の規定が適用される場合における前条第一項の規定の適用に

ついては、「当該学校法人等及び」とあるのは「当該学校法人等及び国並びに」とする。 

    本条追加［平成一六年三月一五諸文科高八四三号］、第一項・第二項一部改正［平成二六年

三月二五受文科高二六八五号］、第一項一部改正［平成二七年四月二七受文科高第一〇三

号］、第一項・第二項一部改正［平成二七年九月二七受文科高一三四五号］ 

 （督促状の送付） 

第三十四条 事業団は、掛金等及び子ども・子育て拠出金を滞納した学校法人等に対して、納付期限

を指定して、様式第二十号による督促状を送付しなければならない。 

    旧第三四条削除・旧第三五条一部改正し繰上［平成一五年三月一四諸文科高七二一号］、本

条一部改正［平成二七年四月二七受文科高一〇三号・二七年九月二七受文科高一三四五号］ 

   第七章 理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業

団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 

    本章追加［平成二七年四月二七受文科高一〇三号］ 

 （助成業務方法書の準用） 

第三十五条 助成業務方法書（事業団法第二十五条第一項に規定する助成業務方法書をいう。）第八

章（第六十一条を除く。）の規定は、共済業務について準用する。 
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    本条追加［平成二七年四月二七受文科高一〇三号］ 

   第八章 雑則 

    旧第七章繰下［平成二七年四月二七受文科高一〇三号］ 

（電子情報処理組織による通知） 

第三十六条 事業団は、第十条第一項又は第三十三条第三項の規定に基づき加入者及び学校法人等に

書面等（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号。以

下「情報通信技術活用法」という。）第三条第五号に規定する書面等をいう。）により行うこと

としている通知については、電子情報処理組織（事業団の使用に係る電子計算機（入出力装置を

含む。以下同じ。）と学校法人等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。以下同じ。）を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受

ける者が、当該電子情報処理組織を使用する方法により受けることを希望する旨の次項で定める

方式による表示をする場合に限る。 

２ 前項ただし書で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることを希望

する旨の当該電子情報処理組織を使用する方法により行われる申請等（情報通信技術活用法第三

条第八号に規定する申請等をいう。）とする。 

３ 事業団は、第一項の規定に基づき通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、

電磁的記録（情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。）により行うもの

とする。 

４ 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、この規則の規定によ

り書面等により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。 

５ 事業団は、第一項の規定に基づき通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、

当該通知に記載すべきこととされている事項を事業団の使用に係る電子計算機から入力し、当該

事項に係る情報に電子署名（文部科学省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関す

る省令（平成十五年文部科学省令第九号）第二条第二項第一号ロに規定する電子署名をいう。次

項において同じ。）を行い、事業団の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなけ

ればならない。 

６ 事業団は、第一項の規定に基づき通知を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、

電子署名を行うことにより署名等（情報通信技術活用法第三条第六号に規定する署名等をいう。）

に代えるものとする。 

７ 第一項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知を受ける者

の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達

したものとみなす。 

    本条追加［令和七年一二月七文科高一四五七号］ 

 （様式の特例） 

第三十七条 事業団は、特別の事情により様式各号に定める通知書その他の書類の様式について当該



 - 17 - 

様式により難いと認めるときは、その記載内容、形式等が当該様式と著しく均衡を失することが

ない限りにおいて、これと異なる様式によることができる。 

    旧第三六条繰上［平成一五年三月一四諸文科高七二一号］、旧第三五条繰下［平成二七年四

月二七受文科高一〇三号］、旧第三六条繰下［令和七年一二月七文科高一四五七号］ 

（提出書類の特例） 

第三十八条 施行規則第四十一条第四項（私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令

（平成二十七年文部科学省令第三十三号）附則第十条第五項又は附則第十八条の二第一項の規定

により準用する場合を含む。）の規定により、事業団への提出を省略することのできる届書は、

次に掲げる場合における届書とする。 

一 年金受給権者が氏名を変更したとき、転居したとき又は住居表示若しくは個人番号が変更さ

れたとき 

二 公金受取口座の払渡金融機関が変更されたとき（年金の支給を受けようとする預金口座とし

て公金受取口座を希望する旨を記載した請求書等を事業団に提出した場合（施行規則第五十五

条第三項の規定により実施機関（事業団を除く。）から事業団に送付され、又は電磁的方法に

より送られ、同条第四項の規定により事業団に提出があったものとみなされた場合を除く。）

に限る。） 

三 年金受給権者が死亡したとき（繰下げ待機者が支給の繰下げの申出を行うまでの間に死亡し

たときを含む。） 

四 加給年金額の対象者が死亡したとき 

    本条追加［令和七年一二月七文科高一四五七号］ 

   附 則 

１ この規則は、平成十年一月一日から実施する。 

２ この規則の実施の日前に、事業団法附則第五条第一項の規定により解散した私立学校教職員共済

組合の業務方法書（次項において「旧業務方法書」という。）の規定によってなされた行為又は

手続は、その行為若しくは手続のなされた日においてこの規則の相当する規定によってなされた

行為又は手続とみなす。 

３ この規則の実施の日前に交付された旧業務方法書の様式による組合員証、組合員資格証、遠隔地

被扶養者証、標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証、資格喪失後継続給付証明書及び年金

証書は、当分の間、この規則の様式によるものとみなす。 

   附 則［平成一二年三月三一日諸政第四の五号］ 

１ この変更は、平成十二年四月一日から実施する。 

２ この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第十七号による年金証書は、この変更規定

による変更後の様式によるものとみなす。 

３ 変更後の様式第十八号は、平成十二年四月分以後の掛金及び児童手当拠出金に係る通知について

適用し、同月分前の掛金及び児童手当拠出金に係る通知については、なお従前の例による。 
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   附 則［平成一二年一二月二七日諸政第四の一二号］ 

１ この変更は、平成十三年一月一日から実施する。ただし、第八条の変更規定及び様式第八号の変

更規定は、平成十三年一月六日から実施する。 

２ この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第五号による加入者証及び様式第七号によ

る遠隔地被扶養者証は、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

３ この変更の実施の際現に存する変更前の様式第五号による加入者証及び様式第七号による遠隔地

被扶養者証の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

４ 平成十三年一月六日において現に交付されている変更前の様式第八号による標準負担額減額認定

証は、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

５ 平成十三年一月六日において現に存する変更前の様式第八号による標準負担額減額認定証の用紙

は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

   附 則［平成一四年三月二九日一三諸文科高第二二四四号］ 

 この変更は、平成十四年四月一日から実施する。 

   附 則［平成一四年一一月二七日一四諸文科高第五一四号］ 

１ この変更は、平成十四年十一月二十七日から実施し、平成十四年十月一日から適用する。 

２ 変更後の第二十三条第一項の規定は、平成十四年十月一日以後に給付事由が生じた給付の請求に

ついて適用し、同日前に給付事由が生じた給付の請求については、なお従前の例による。 

３ この変更規定による変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による遠隔地被扶養者証及

び様式第十六号による資格喪失後継続給付証明書は、当分の間、この変更規定による変更後の様

式によるものとみなす。 

   附 則［平成一五年三月三一日一四諸文科高第七二一号］ 

１ この変更は、平成十五年四月一日から実施する。 

２ 平成十五年四月前の賞与等（私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律（平成十二年法律第

二十三号）第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する

賞与等をいう。）に係る特別掛金（同条第一項に規定する特別掛金をいう。以下同じ。）につい

ては、なお従前の例による。 

３ この変更規定による変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による遠隔地被扶養者証及

び様式第十六号による資格喪失後継続給付証明書は、当分の間、この変更規定による変更後の様

式によるものとみなす。 

４ 変更後の様式第二十号による督促状については、平成十五年四月分以後の掛金及び児童手当拠出

金について適用し、同月分前の掛金、特別掛金及び児童手当拠出金については、なお従前の例に

よる。 

   附 則［平成一五年九月三〇日一五諸文科高第四七一号］ 

 この変更は、平成十五年十月一日から実施する。 

   附 則［平成一六年三月三一日一五諸文科高第八四三号］ 
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 この変更は、平成十六年四月一日から実施する。 

   附 則［平成一七年四月一日一七諸文科高第八号］ 

 この変更は、平成十七年四月一日から実施する。 

附 則［平成一八年九月二九日一八諸文科高第二六四号］ 

１ この変更は、平成十八年十月一日から実施する。 

２ 変更後の第六条第一項、第十九条、第二十三条第三項及び第二十四条第二項の規定は、平成十八

年十月一日以後に給付事由が生じた給付の請求について適用し、同日前に給付事由が生じた給付

の請求については、なお従前の例による。 

３ この変更の際現に交付されている変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による遠隔地

被扶養者証、様式第八号による標準負担額減額認定証、様式第八号の二による限度額適用・標準

負担額減額認定証及び様式第十六号による資格喪失後継続給付証明書は、当分の間、この変更規

定による変更後の様式によるものとみなす。 

４ 平成十八年十月一日において現に存する変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による

遠隔地被扶養者証、様式第八号による標準負担額減額認定証、様式第八号の二による限度額適

用・標準負担額減額認定証及び様式第十六号による資格喪失後継続給付証明書の用紙は、当分の

間、これを取り繕い使用することができる。 

附 則［平成一九年三月三〇日一八諸文科高第四〇二号］ 

１ この変更は、平成十九年四月一日から実施する。 

２ この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第八号による標準負担額減額認定証は、当

分の間、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証とみなす。 

附 則［平成一九年九月二八日一九諸文科高第三七九号］ 

 この変更は、平成十九年十月一日から実施する。 

附 則［平成二〇年一月二五日一九諸文科高第三一八号］ 

 この変更は、平成二十年一月二十五日から実施する。 

附 則［平成二〇年一月二五日一九諸文科高第三一八号］ 

１ この変更は、平成二十年四月一日日から実施する。 

２ この変更の際現に交付されている変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による遠隔地

被扶養者証、様式第八号による限度額適用認定証、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額

減額認定証、様式第十五号による特定疾病療養受療証及び様式第十六号による資格喪失後継続給付

証明書は、当分の間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

３ 平成二十年四月一日において現に存する変更前の様式第五号による加入者証、様式第七号による

遠隔地被扶養者証、様式第八号による限度額適用認定証、様式第八号の二による限度額適用・標準

負担額減額認定証、様式第十五号による特定疾病療養受療証及び様式第十六号による資格喪失後継

続給付証明書の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

附 則［平成二〇年一二月二六日二〇諸文科高第二六〇号］ 
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 この変更は、平成二十一年一月一日から実施する。 

附 則［平成二一年五月一日二一諸文科高第六〇三五号］ 

 この変更は、平成二十一年五月一日から実施する。 

附 則［平成二一年一二月二八日二一受文科高第八一五号］ 

１ この変更は、平成二十二年一月一日（以下「実施日」という。）から実施する。 

２ この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第十七号による年金証書及び現に送付して

いる変更前の様式第十八号による掛金・児童手当拠出金納付通知書については、この変更規程に

よる変更後の様式によるものとみなす。 

３ 変更後の様式第二十号による督促状については、実施日以後に納期限が到来する掛金及び児童手

当拠出金の督促について適用し、実施日前に納期限が到来する掛金及び児童手当拠出金の督促に

ついては、なお従前の例による。 

   附 則［平成二二年九月一〇日二二受文科高第一〇九四号］ 

１ この変更は、平成二十二年十月一日から実施する。 

２ この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第五号による加入者証については、当分の

間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

３ この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第七号による遠隔地被扶養者証については、

平成二十二年十一月三十日までの間、なお従前の例による。 

４ この変更の実施の際現に交付されている変更前の様式第七号の二による高齢受給者証、様式第八

号による限度額適用認定証、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び様式

第十五号による特定疾病療養受療証については、当分の間、この変更規定による変更後の様式に

よるものとみなす。 

５ 平成二十二年十月一日において現に存する変更前の様式第七号の二による高齢受給者証、様式第

八号による限度額適用認定証、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び様

式第十五号による特定疾病療養受療証の用紙については、当分の間、これを取り繕い使用するこ

とができる。 

附 則［平成二四年三月三〇日二三受文科高第三六九六号］ 

 この変更は、平成二十四年四月一日から実施する。 

   附 則［平成二六年三月三一日二五受文科高第二六八五号］ 

１ この変更は、平成二十六年四月一日から実施する。 

２ この変更の実施の際現に送付している変更前の様式第三号及び様式第十八号については、この変

更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

３ 変更後の様式第十八号については、平成二十六年四月分以降の掛金及び児童手当拠出金に係る通

知について適用し、同月分前の掛金及び児童手当拠出金に係る通知については、なお従前の例に

よる。 

附 則［平成二六年一二月一九日二六受文科高第二〇二七号］ 
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 この変更は、平成二十七年一月一日から実施する。 

   附 則［平成二七年四月一日二七受文科高第一〇三号］ 

１ この変更は、平成二十七年四月一日（以下「実施日」という。）から実施する。 

２ 実施日において現に存する変更前の様式第十八号、様式第十九号及び様式第二十号の用紙につい

ては、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

   附 則［平成二七年九月三〇日二七受文科高第一三四五号］ 

１ この変更は、平成二十七年十月一日から実施する。 

２ 日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則（以下「共済運営規則」という。）第三十一条及び

第三十二条（第二項を除く。）の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」とい

う。）附則第七十八条第三項に規定する給付（この項において「旧職域加算給付」という。）に

ついて準用する。この場合において、共済運営規則第三十一条中「施行規則第四十二条から第四

十五条までの規定において読み替えて準用する厚生年金保険法施行規則（昭和二十九年厚生省令

第三十七号）の規定及び施行規則第五十二条の規定により厚生年金保険法による保険給付の請求

を受けた場合並びに施行規則第十七条において準用する施行規則第四条の規定により退職等年金

給付」とあるのは「私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十七年文部

科学省令第三十三号。以下「平成二十七年改正省令」という。）附則第三条、第四条、第五条及

び第八条において読み替えて適用する平成二十七年改正省令による改正前の施行規則（この条及

び次条において「旧施行規則」という。）の規定により旧職域加算給付」と、第三十二条第一項

中「施行規則第四十二条、第四十三条又は第四十四条において準用する厚生年金保険法施行規則

第三十条第一項、第三十条の二第一項若しくは第二項、第三十条の四第一項、第四十四条第一項、

第六十条第一項又は第六十条の二第一項」とあるのは「旧施行規則第二十四条第一項、第三項、

第四項若しくは第六項、第三十一条第一項又は第三十三条の六第一項」と、「提出があった場合」

とあるのは「提出があった場合（平成二十七年改正省令附則第十条の規定により請求書の提出を

省略した場合を含む。）」と、「厚生年金保険法による保険給付」とあるのは「旧職域加算給付」

と、「交付する」とあるのは「交付する。この場合において、同様式中「厚生年金保険法」とあ

るのは「私立学校教職員共済法」とする」と、同条第三項中「施行規則第二十一条第一項若しく

は第二項又は第四十八条第一項若しくは第二項」とあるのは「旧施行規則第二十一条第一項又は

平成二十七年改正省令附則第十条第五項において準用する施行規則第二十一条第二項」と、同条

第四項中「施行規則第二十条第一項本文又は第五十条第一項本文」とあるのは「旧施行規則第二

十条第一項」と、「提出があったとき」とあるのは「提出があったとき（平成二十七年改正省令

附則第十条の規定により届書の提出を省略したときを含む。）」と読み替えるものとする。 

３ 平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付については、この規定による変更前の日本

私立学校振興・共済事業団共済運営規則（以下「旧運営規則」という。）第三十一条及び第三十

二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧運営規則第三十一条第一項中「施
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行規則」とあるのは「私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十七年文

部科学省令第三十三号。以下「平成二十七年改正省令」という。）による改正前の施行規則（次

条において「旧施行規則」という。）」と、第三十二条第一項中「施行規則」とあるのは「旧施

行規則」と、「年金証書を交付する」とあるのは「年金証書（日本私立学校振興・共済事業団共

済運営規則の一部変更について（平成二十七年九月三〇日二七受文科高第一三四五号）による変

更後の様式第十七号による年金証書をいう。以下この条において同じ。）を交付する。この場合

において、同様式中「厚生年金保険法」とあるのは「私立学校教職員共済法」とする」と、同条

第二項中「共済法」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一

部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。）に

よる改正前の共済法」と、「組合法」とあるのは「平成二十四年一元化法による改正前の組合法」

と、「施行規則」とあるのは「旧施行規則」と、同条第三項中「施行規則第二十一条第一項」と

あるのは「旧施行規則第二十一条第一項又は平成二十七年改正省令附則第十八条の二第一項にお

いて準用する施行規則第二十一条第二項」と、同条第四項中「施行規則」とあるのは「旧施行規

則」と、同条第五項中「施行規則」とあるのは「旧施行規則」と、「提出があったとき」とある

のは「提出があったとき（平成二十七年改正省令附則第十八条の規定により改氏名に関する届書

の提出を省略したときを含む。）」と、同条第六項中「施行規則」とあるのは「旧施行規則」と

する。 

４ この変更の際現に送付している変更前の様式第一号、様式第二号及び様式第二十号並びに現に交

付されている様式第六号及び様式第十七号については、この変更規定による変更後の様式とみな

す。 

５ 変更後の様式第十八号及び様式第十九号については、平成二十七年十月分以降の掛金等及び子ど

も・子育て拠出金に係る通知について適用し、同月分前の掛金及び子ども・子育て拠出金に係る

通知については、なお従前の例による。 

６ 当分の間、第三十二条の規定の適用については、同条中「第三十条の二第一項若しくは第二項」

とあるのは「第三十条の二第二項」と、「又は第六十条の二第一項」とあるのは「、第六十条の

二第一項又は私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令（平成二十七年文部科学省

令第三十三号）附則第二十三条において準用する同令第一条による改正前の施行規則第二十四条

第四項」とする。 

     第二項・第三項一部改正［令和五年一二月五文科高一四五七号］ 

   附 則［平成二八年九月三〇日二八受文科高第一二四二号］ 

 この変更は、平成二十八年十月一日から実施する。 

   附 則［平成二九年三月三一日二八受文科高第二二〇八号］ 

 この変更は、平成二十九年四月一日から実施する。 

   附 則［平成二九年七月三一日二九受文科高第七八九号］ 

 この変更は、平成二十九年八月一日から実施する。 
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   附 則［平成三〇年七月二七日三〇受文科高第六一六号］ 

 この変更は、平成三十年八月一日から実施する。 

   附 則［令和元年七月三日元受文科高第三一三号］ 

１ この変更は、令和元年七月三日（次項において「実施日」という。）から実施する。 

２ 実施日において現に存する変更前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用すること

ができる。 

   附 則［令和二年三月一九日元文科高第一二四一号］ 

 この変更は、令和二年四月一日から実施する。 

   附 則［令和二年九月三〇日二受文科高九五三号］ 

１ この変更は、令和二年十月一日（以下「実施日」という。）から実施する。  

２ 実施日において現に送付している変更前の様式第一号から様式第三号まで並びに現に交付されて

いる様式第五号から様式第八号の二まで、様式第十五号及び様式第十六号については、当分の間、

この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

３ 実施日において現に存する変更前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用すること

ができる。 

   附 則［令和二年一二月二二日二受文科高第一二八八号］ 

１ この変更は、令和三年一月一日（次項において「実施日」という。）から実施する。  

２ 実施日において現に送付している変更前の様式第二十号については、この変更規定による変更後

の様式によるものとみなす。 

   附 則［令和三年三月一日二受文科高第一六二五号］ 

１ この変更は、令和三年三月一日（以下「実施日」という。）から実施する。  

２ 実施日において現に交付している変更前の様式第五号、様式第七号から様式第八号の二まで及び

様式第十五号については、当分の間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

３ 実施日において現に存する変更前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用すること

ができる。 

   附 則［令和四年九月三〇日四文科高第九七八号］ 

１ この変更は、令和四年十月一日（以下「実施日」という。）から実施する。 

２ 事業団は、この変更規定による変更後の日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則の規定にか

かわらず、当分の間、この変更規定による変更前の様式第七号の二による高齢受給者証、様式第

八号による限度額適用認定証、様式第八号の二による限度額適用・標準負担額減額認定証及び様

式第十五号による特定疾病療養受療証（以下「旧高齢受給者証等」という。）を交付することが

できる。この場合において、旧高齢受給者証等は、この変更規定による変更後の様式によるもの

とみなす。 

３ 実施日において現に送付している変更前の様式第三号及び現に交付されている旧高齢受給者証等

は、当分の間、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 
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４ 実施日において現に存する変更前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用すること

ができる。 

 附 則［令和四年一二月二八日四文科高第一四三九号］ 

 この変更は、令和五年一月一日から実施する。 

 附 則［令和五年一二月二八日五文科高第一四五七号］ 

 この変更は、令和六年一月一日から実施する。 

附 則［令和六年三月二八日五文科高第二二七二号］ 

１ この変更は、令和六年四月一日（以下「実施日」という。）から実施する。  

２ 実施日において現に交付している変更前の様式第八号及び様式第八号の二並びに現に送付してい

る変更前の様式第二十号については、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

３ 実施日において現に存する変更前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用すること

ができる。 

附 則［令和六年一一月二九日六文科高第一四〇九号］ 

１ この変更は、令和六年十二月二日（以下「実施日」という。）から実施する。 

２ 事業団は、私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十五条において準用

する国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）第五十三条の二第一項前段に規定

する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、この変更規定による変更後の日本私

立学校振興・共済事業団共済運営規則第十一条第一項の規定にかかわらず、職権で、加入者に対

し、資格確認書を交付することができる。 

３ 実施日において現に交付している変更前の様式第七号の二、第八号、第八号の二及び第十五号に

ついては、この変更規定による変更後の様式によるものとみなす。 

４ 実施日において現に存する変更前の様式第七号の二、第八号、第八号の二、第十三号及び第十五

号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。 

附 則［令和七年五月三〇日七文科高第三五五号］ 

１ この変更は、令和七年六月一日（以下「実施日」という。）から実施する。 

２ 実施日において現に交付している変更前の様式第五号、様式第五号（２）、様式第七号、様式第

八号、様式第八号の二、様式第十五号及び様式第十六号については、この変更規定による変更後

の様式によるものとみなす。 

３ 実施日において現に存する変更前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用すること

ができる。 

附 則［令和七年一二月二六日七文科高第一四五七号］ 

この変更は、令和七年十二月二十六日から実施する。 


